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「添付９ 安全機能の健全性維持に関する説明書」に， 
 ２．設備に関する要求事項 

  ３．一般産業用工業品の更新や交換等に係る基本方針 

を追加し補正する。 
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１．目的 

本資料は，「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則」第 13 条１項に基づき，

安全機能の健全性維持について補足説明するものである。 

また，使用済燃料貯蔵施設における一般産業用工業品の更新や交換，取替の修理を

実施する場合の基本方針※を追加し補足説明するものである。 

 ※「試験研究用等原子炉施設及び核燃料施設に係る設計及び工事の計画の認可の

審査並びに使用前確認等の進め方について」（令和 2年 9月 30 日） 

 

２．設備に対する要求 

２．１ 安全機能を有する施設 

     安全機能を有する施設は，使用済燃料貯蔵施設のうち安全性を確保するために必要   

な機能を有する構築物，系統及び機器をいう。また，安全機能を有する施設は第2－1

表のとおりで，その安全機能の重要度に応じて，その機能を確保する設計とする。 

 

 ２．２ 操作性及び検査又は試験等 

(1)  操作性の確保 

安全機能を有する施設は，操作員による誤操作を防止するため操作性を確保

するとともに，警報を発報することにより使用済燃料貯蔵施設の状態を迅速に

把握できる設計とする。 

   (2) 検査又は試験   

安全機能を有する施設は，当該施設の安全機能を確認するための検査又は試

験ができる設計とする。  

安全機能を有する施設は，設備に期待される安全機能の健全性及び能力を維

持し確認するため，安全機能の重要度に応じ，検査又は試験を行うことで安全機

能を確認できる設計とする。 

安全機能を有する施設は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等が

実施可能な設計とする。 

(3) 保守又は修理 

安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設の設備の安全機能を健全に維持するため，施設管理の方

法を保安規定に定める。 

    (4) 維持管理 

使用済燃料貯蔵施設の維持管理にあたっては，保安規定に基づくマニュアル

類に従い，施設管理計画における保全プログラムを策定し，設備の維持管理を行

う。  

 

３．一般産業用工業品の更新や交換等に係る基本方針 

    「原子力施設の安全機能に係る機器，構造物，及びシステム並びにそれらの部品で

あって，専ら原子力施設において用いるために設計開発及び製造されたもの」は，臨
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界防止，遮蔽，閉じ込め，除熱の基本的安全機能を確保するために設計開発及び製造

された金属キャスク，金属キャスクの移送及び取扱いを行う受入れ区域天井クレーン，

搬送台車等がある。一般産業用工業品は，「添付書類３ 使用済燃料貯蔵施設の技術基

準への適合性に関する説明書 第３－１表 施設と条文の対比一覧表（設工認申請対

象機器の技術基準への適合性に関する整理）」のとおりである。 

  一般産業用工業品について，それらが有する安全機能等を踏まえた上で，更新や交

換等に係る基本方針を説明する。 

 

３．１ 一般産業用工業品の条件 

一般産業用工業品の条件は，以下のとおりとする。 

(1) 設工認対象機器（前提条件） 

(2) 原子力仕様の機器等ではないこと。または，設計管理区分Ⅰ，Ⅱであっても一般

産業用で用いられている機器等であること。 

(3) 一般産業用工業品の使用にあたり，機器，設備の環境仕様，購入仕様，機器仕様

を確認し，当該機器，設備が使用環境に適合していることを確認した評価書がある

こと。 

 

３．２ 一般産業用工業品の調達管理 

(1) 供給者等から必要な情報を入手し，当該一般産業用工業品が使用済燃料貯蔵施設

として使用できることを確認できるように，管理の方法及び程度を定める。例えば，

次のように当該一般産業用工業品に関する技術的な評価を行うことをいう。 

a 機器，設備の環境仕様，購入仕様，機器仕様を確認し，当該機器，設備が使用環

境に適合していることの技術的な評価を行う。 

b  設置しようとする環境等の情報を供給者等に提供し，供給者等に当該一般産業用

工業品の技術的な評価を行わせる。 

(2)  調達要求事項では，調達物品等に関する要求事項を明確にし，一般産業用工業品

を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項を含める。 

 

３．３ 一般産業用工業品の更新や交換等に係る基本方針の対象範囲の判別フロー 

設工認対象機器は，要目表単位の記載の機器，設備とする。 

また，設工認対象機器が複数の機器等で構成される場合は，構成される機器単位で

一般産業用工業品として扱うことも可能とする。 

第３．３－１図に，一般産業用工業品の判別フローを示す。 

 

 ３．４ 一般産業用工業品の更新や交換等 

    (1) 一般産業用工業品の更新や交換等は，設工認申請書で記載している仕様に合致し

ていることを検査で確認のうえ使用を開始し，定期事業者検査等で性能を維持して

いることを確認する。更新や交換等の維持管理は，保安規定に基づくマニュアル類

に従い，施設管理計画における保全プログラムを策定し，設備の維持管理を行う。 
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(2) インターロック及び警報の系統を構成する機器等については，測定精度を確認し，

インターロック設定値，警報設定値を逸脱しないように，必要に応じてインターロ

ックセット値，警報セット値を変更する。 

(3) 一般消耗品又は設計上交換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に変更の

ないもので，特別な工事を要さないものに限る。)及び通信連絡設備，安全避難通路

(照明設備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基

準に関する規則」で定める一般産業用工業品については，適切な時期に交換を行う

ことで設備の維持管理を行う。 

(4) 設計及び工事の計画の変更認可申請にて認可を受けた一般産業用工業品につい

て更新，交換，取替を基本方針に従って実施する場合は，設工認申請が不要となる。 

なお，更新，交換，取替を実施する場合は，設工認記載事項と同等以上の性能で

あることを確認することとする。これは，一般産業用工業品は，生産終了などで同

型や相当品を探すのが難しく，時代の変化とともに性能向上が期待されることを考

慮するものとする。 

   

以上 
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※１ 設計管理区分Ⅰは基本的安全機能を有する施設，設計管理区分Ⅱは安全機能を有する施設 
※２ 一般産業用工業品の対象となる機器については，「添付書類３ 使用済燃料貯蔵施設の技術基準への適合

性に関する説明書 第３－１表 施設と条文の対比一覧表（設工認申請対象機器の技術基準への適合性に関

する整理）に記載する。 

 

 

第３．３－１図 一般産業用工業品の判別フロー 

設工認対象機器 

設計管理区分 
がⅠ又はⅡ※１ 

一般産業用工業品 対象機器※２ 取替時に別機器 
を計画 

原子力仕様 

評価書あり 

評価書作成可能 

一般産業用工業品の 
対象外 

YES 

NO 

YES 

YES 

NO 

NO 

YES 

NO 

一般産業で用いら
れている機器か 

NO 

YES 

YES 

NO 

・金属キャスク 

・貯蔵架台 

・受入れ区域天井クレーン等 

 

・空気圧縮機 
・蓋間圧力監視装置等の計測設備 
・放射線サーベイ機器 
・電気設備等 

・通信連絡設備 
・消防用設備（一部除く） 
・人の不法な侵入等防止設備等 



4 5 6 8 10 16 20 23

No. イ ロ ハ イ ロ ハ ニ イ ロ ハ ニ ホ イ ロ ハ ニ

1 2 既設 S ① － － － ◎ － 〇1 〇1 － 〇1 〇1 〇1 － ◎ － － － － － － 〇1 〇1 － 〇1 〇1 － 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 〇1 － － ◎ － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ － － － － － － － － － －

2 2 既設 S ②-1 － － － － － 〇1 〇1 － 〇1 － － － － － － － － － － 〇1 〇1 － 〇1 － 〇1 〇1 〇1 － － 〇1 〇1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

3 2 既設
B
(SS)

②-1 － － － － － 〇1 〇1 － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

4 2 既設
B
(SS)

②-1 － － － － － 〇1 〇1 － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

5 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

6 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

2 既設 － ②-2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

7 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 △ － △ － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

8 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

9 2 既設
（取替）

C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － △ － － － ○

10 2 既設
（取替）

C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － － ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － △ － － － ○

11 2 既設
（取替）

C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － △ － － － ○

11-1 2 新設 C ③ － － － － － ◇ － － △ － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

2 新設 C ③ － － － － － ◇ － － △ － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

2 新設 C ③ － － － － － ◇ － － △ － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

12 － 既設 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － □ □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

13 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － 〇2 〇2 － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 〇2 － － － － － － － － － － －

14 － 新設 － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ 新設 － － － － － － － － － － □ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

15 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 △ － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － ○2 － ○2 － － － － － － － ― － － － － △ － － － －

2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 △ － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － ○2 － ○2 － － － － － － － ― － － － － △ － － － －

16 2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － △ － － － －

2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － △ － － － －

2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － △ － － － －

16
-1

2 既設 C ③ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16
-2

2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16
-2

2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16
-2

2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16
-2

2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16
-2

2 既設 C ②-2 － － － － － ○2 － － － － － － － － － － － － － ○2 ○2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 － △ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16
-3

2 既設 C ③ － － － － － ◇ － － △ － － － － － － － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◇ － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

16
-4

2 既設 C ③ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － △ － － － －

16
-5

2 既設 C ③ － － － － － ◇ － － － － － － － － － － － － － ◇ ◇ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

17 2 既設
B
(SS)

① － － － － ○1 ○1 ○1 ○1 ○1 ○1 ○1 － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ◎ ◎ － － － － － － － － －

2 既設
B
(SS)

① － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ ◎ － － － － － － － － －

2 既設
B
(SS)

① － － － － － ○1 ○1 － ○1 ○1 ○1 － － － － － － － － ○1 ○1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○2 ◎ ◎ － － － － － － － － －遮蔽扉

出入管理設備
（入退域管理装置）

個人管理用測定設備
（個人線量計）

そ

の

他

使

用

済

燃

料

貯

蔵

設

備

の

附

属

施

設

使

用

済

燃

料

貯

蔵

建

屋

使用済燃料貯蔵建屋

遮蔽ルーバ

放射線サーベイ機器（中性子線用サーベ
イメータ）

放射線サーベイ機器（ガスモニタ）

放射線サーベイ機器
（代替計測用）

放射線サーベイ機器（GM管サーベイメー
タ）

放射線サーベイ機器（電離箱サーベイメー
タ）

放射線サーベイ機器（シンチレーション
サーベイメータ）

モニタリングポスト（電離箱）

モニタリングポスト（３He比例計数管）

モニタリングポイント

放

射

線

管

理

施

設

放

射

線

監

視

設

備

エ

リ

ア

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

設

備

ガンマ線エリアモニタ

中性子線エリアモニタ

周

辺

監

視

区

域

境

界

付

近

固

定

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

設

備

モニタリングポスト（NaIシンチ）

漏えい検知器

放

射

性

廃

棄

物

の

廃

棄

施

設

廃棄物貯蔵室

廃

棄

物

密

封

容

器

ドラム缶

ステンレス製等の容器

代

替

計

測

用

計

測

器

・圧力検出器（蓋間圧力の代替
計測用）

・非接触式可搬型温度計（表面
温度の代替計測用）

・温度検出器（給排気温度の代
替計測用）

主配管

計

測

制

御

系

統

施

設

計

測

設

備

蓋間圧力監視装置

表面温度監視装置

給排気温度監視装置

検査架台

圧

縮

空

気

供

給

設

備

空気圧縮機

空気貯槽

安全弁

除湿装置（前・後フィルタ）

仮置架台

た

て

起

こ

し

架

台

たて起こし架台

衝撃吸収材

使

用

済

燃

料

貯

蔵

設

備

本

体

金属キャスク

貯蔵架台

使

用

済

燃

料

の

受

入

施

設

使

用

済

燃

料

の

搬

送

設

備

及

び

受

入

設

備

受入れ区域天井クレーン

搬送台車

機器・設備

１項 ２項 ３項
１項
２号

１項
３号

１項
４号

１項
５号

１項 ２項
１項
２号

１項
３号

１項
４号

１項
５号

２項
１項
１号

１項
２号

１項
１号

１項
２号

１項
３号

２項
１項
１号

１項 ２項 ３項 １項 ２項

１項
１号

１項 ２項 １項 ２項 ３項 １項

汚染の
防止

遮蔽 換気設備

予備
電源

通信連絡設備等

１項
１号

１項
２号

１項
３号

１項
４号

材料構造
搬送設備
受入設備

除熱

計測制御系統施設 放射線管理施設 廃棄施設

１項
２号

１項
３号

２項
１項
１号

津波

外部衝撃

不法
侵入

閉じ込め 火災 安全機能

２項
１項
１号

１項
２号

１項
３号

18 19 21 22 24

特殊な
設計

廃止措置
中の施設
維持

臨界 地盤

地震

3 7 9 11 12 13 14 15 17

一

般

産

業

用

工

業

品

（
製

品

）

使用済燃料貯蔵施設の技術基準規則

第3－1表　施設と条文の対比一覧表（設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理）

機能等

申請回

1回
目：
１
／
2回
目：
2

既設
／
新設

耐

震

ク

ラ

ス

機

器

グ

ル
ー

プ

◎：基本的安全機能の条文の直接要求に該当するもの
〇1：基本的安全機能に影響を与える機器に該当するもの
〇2：安全機能の直接要求に該当し，性能，機能を達成するために仕様記載が必要なもの

◇：安全機能の直接要求に該当するが，性能，機能を達成するために仕様が不要なもの
△：上記４項目の間接要求又は関連し，性能，機能を達成するのに必要な関連設備，機器＊
□：更なる信頼性向上の観点から設置する設備

－：当該条項の要求事項に該当しない
＊：基本設計方針の記載で「関係しない旨を示す設備，機器」は「△」としない。
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補正前 補正後（案） 
1．概要 

  本資料は，「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 13 条に基

づき，安全機能を有する施設の適合性について説明するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更なし 
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補正前 補正後（案） 
2．設計方針 

(1) 安全機能を有する施設は，第2－1表のとおり分類し施設設計を行う。安全機能を有する施設のうち，基

本的安全機能を確保する上で必要な施設は，金属キャスク，貯蔵架台，使用済燃料貯蔵建屋，受入れ区域

天井クレーン及び搬送台車をいう。 

(2) 安全機能を有する施設は，本使用済燃料貯蔵施設以外の原子力施設との間で共用しない設計とする。ま

た，安全機能を有する施設は本使用済燃料貯蔵施設内で共用しない設計とする。 

(3)  安全機能を有する施設の設計，材料の選定，製作，工事及び検査は，原則として国内法規に基づく適切

な規格及び基準によるものとする。また，十分な使用実績があり信頼性の高い国外の規格等に準拠する。 

(4) 安全機能を有する施設は，設計貯蔵期間を通じて，基本的安全機能及び安全機能を確認するための検査

又は試験及び同機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設計とする。また，金属キャスクを本

施設外へ搬出するために必要な確認ができる設計とする。 

(5)  金属キャスク取扱設備は，受入れ区域天井クレーン及び搬送台車であり，動作中に金属キャスクの基本

的安全機能を損なうことがないよう必要な検査及び修理等ができる設計とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更なし 
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補正前 補正後（案） 
3．安全機能の健全性維持 

 (1) 耐震設計 

ａ． 使用済燃料貯蔵施設は，その供用中に当該使用済燃料貯蔵施設に大きな影響を及ぼすおそれがある

地震による加速度によって作用する地震力に対して基本的安全機能が損なわれるおそれがないよう

に設計する。 

ｂ． 使用済燃料貯蔵施設は，地震により発生するおそれがある施設の安全機能の喪失及びそれに続く放

射線による公衆への影響を防止する観点から，耐震設計上の重要度をＳクラス，Ｂクラス及びＣク

ラスに分類し，それぞれの重要度に応じた地震力に十分耐えることができるように設計する。 

ｃ． 金属キャスク及び金属キャスクの支持構造物である貯蔵架台は，Ｓクラスの設計とし，基準地震動Ｓ

Ｓによる地震力に対して基本的安全機能を損なわない設計とする。 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対してお

おむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。 

なお，基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平２方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて作用するものとする。静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利

な方向の組合せで作用するものとする。 

ｄ． 使用済燃料貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」という。），受入れ区域天井クレ－ン及び搬送台車は，Ｂクラ

スの設計とし，かつ，基準地震動ＳＳによる地震力に対して，基本的安全機能を損なわない設計とす

る。 

なお，貯蔵建屋は，杭基礎構造とし，杭先端は基準地震動ＳＳによる地震力が作用した場合におい

ても十分な支持性能をもつ地盤に支持させる。 

ｅ． Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計

とする。 

ｆ． Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，その影響について検討を行う。その場

合，検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたものとする。 

ｇ． 基本的安全機能を確保する上で必要な施設が，その他の安全機能を有する施設の波及的影響によっ

て，その基本的安全機能を損なわないように設計する。 

第 3－1表に施設の耐震性評価の考え方を示す。 

耐震設計は，「添付 5－1 申請設備に係る耐震設計の基本方針」で説明する。 

 (2) 自然現象等による損傷の防止 

ａ．自然現象 

使用済燃料貯蔵施設は，リサイクル燃料備蓄センターの敷地及びその周辺で想定される洪水，風（台

風），竜巻，低温・凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の自然

現象（地震及び津波を除く。）による荷重の組合せに遭遇した場合においても基本的安全機能を損な

うおそれのない設計とし，自然現象による影響に対して，その安全性を損なうおそれがある場合は，

防護措置又は供用中における運用上の適切な措置を講じる。 

自然現象等による損傷の防止は，「添付7－1 自然現象等による損傷の防止に関する説明書」におけ

る「添付7－1－1 自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」で説明する。 

ｂ．人為事象 

使用済燃料貯蔵施設は，リサイクル燃料備蓄センターの敷地又はその周辺において想定される飛来

変更なし 
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補正前 補正後（案） 
物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等の

使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故

意によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）に対して，基本的安全機能を損なうおそれのない

設計とし，人為事象による影響に対して，その安全性を損なうおそれがある場合は，防護措置又は供用

中における運用上の適切な措置，その他，対象とする発生源から一定の距離を置くことによる適切な

措置を講じる。 

ｃ．外部からの衝撃より防護すべき施設 

外部からの衝撃より防護すべき施設は，「添付7－2 竜巻への配慮に関する説明書」における「添付

7－2－1 竜巻への配慮に関する基本方針及び竜巻の影響を考慮する施設の選定」，「添付7－3 火山へ

の配慮に関する説明書」における「添付7－3－2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」及び「添

付7－4 外部火災への配慮に関する説明書」における「添付7－4－2 外部の影響を考慮する施設の選

定及び設計方針」で説明する。 

ｄ．組合せ 

使用済燃料貯蔵施設の設計において考慮する自然現象については，その特徴及びリサイクル燃料備蓄

センターの地学，気象学的背景を踏まえ，必要に応じて異種の自然現象の組合せを考慮する。 
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補正前 補正後（案） 
4．火災及び爆発の防止 

使用済燃料貯蔵施設は，火災又は爆発により基本的安全機能を損なうことのないよう「使用済燃料貯蔵

施設の技術基準に関する規則」に基づき，火災及び爆発の発生防止，火災及び爆発の発生の早期感知及び消

火，火災及び爆発の影響軽減について適切に組み合わせた火災防護対策を講ずる設計とする。 

なお，使用済燃料貯蔵施設には，基本的安全機能を損なうような爆発を発生させる機器・設備は存在しな

い。 

使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能を確保する上では，金属キャスク及び貯蔵架台は主要材料が金属

製の不燃性材料でありそれ自体が火災発生源となることはないが，周囲で発生した火災の熱的な影響によ

り金属キャスクの基本的安全機能を損なうことのないよう，金属キャスク周囲における火災防護対策を講

ずる。貯蔵建屋については，基本的安全機能のうち建屋が担っている遮蔽及び除熱の機能が火災により損

なわれないよう，耐火能力を有するコンクリート壁，防火扉及び防火シャッタで構成する。また，金属キャ

スクを取り扱う設備である受入れ区域天井クレーン及び搬送台車については，金属キャスク取扱い中の火

災による金属キャスクの落下，転倒及び重量物の落下による波及的影響を防止する設計とする。 

安全機能を有する施設については可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用し，また，火災区域及び火

災区画を設ける。 

火災及び爆発の防止については，「添付8 火災及び爆発の防止に関する説明書」で説明する。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更なし 
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補正前 補正後（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 設備に対する要求 

5.1 安全機能を有する施設 

     安全機能を有する施設は，使用済燃料貯蔵施設のうち安全性を確保するために必要な機能を有する構築  

物，系統及び機器をいう。また，安全機能を有する施設は第 2－1表のとおりで，その安全機能の重要度に

応じて，その機能を確保する設計とする。 

 

 5.2 操作性及び検査又は試験等 

(1)  操作性の確保 

安全機能を有する施設は，操作員による誤操作を防止するため操作性を確保するとともに，警報を

発報することにより使用済燃料貯蔵施設の状態を迅速に把握できる設計とする。 

   (2) 検査又は試験   

安全機能を有する施設は，当該施設の安全機能を確認するための検査又は試験ができる設計とす

る。  

安全機能を有する施設は，設備に期待される安全機能の健全性及び能力を維持し確認するため，安

全機能の重要度に応じ，検査又は試験を行うことで安全機能を確認できる設計とする。 

安全機能を有する施設は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等が実施可能な設計とす

る。 

(3) 保守又は修理 

安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設の設備の安全機能を健全に維持するため，施設管理の方法を保安規定に定め

る。 

    (4) 維持管理 

使用済燃料貯蔵施設の維持管理にあたっては，保安規定に基づくマニュアル類に従い，施設管理計

画における保全プログラムを策定し，設備の維持管理を行う。  
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補正前 補正後（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 一般産業用工業品の更新や交換等に係る基本方針 

   「原子力施設の安全機能に係る機器，構造物，及びシステム並びにそれらの部品であって，専ら原子力施

設において用いるために設計開発及び製造されたもの」は，臨界防止，遮蔽，閉じ込め，除熱の基本的安

全機能を確保するために設計開発及び製造された金属キャスク，金属キャスクの移送及び取扱いを行う受

入れ区域天井クレーン，搬送台車等がある。一般産業用工業品は，「添付書類３ 使用済燃料貯蔵施設の技

術基準への適合性に関する説明書 第３－１表 施設と条文の対比一覧表（設工認申請対象機器の技術基

準への適合性に関する整理）」のとおりである。 

  一般産業用工業品について，それらが有する安全機能等を踏まえた上で，更新や交換等に係る基本方針

を説明する。 

 

6.1 一般産業用工業品の条件 

一般産業用工業品の条件は，以下のとおりとする。 

(1) 設工認対象機器（前提条件） 

(2) 原子力仕様の機器等ではないこと。または，設計管理区分Ⅰ，Ⅱであっても一般産業用で用いられ

ている機器等であること。 

(3) 一般産業用工業品の使用にあたり，機器，設備の環境仕様，購入仕様，機器仕様を確認し，当該機器，

設備が使用環境に適合していることを確認した評価書があること。 

 

6.2 一般産業用工業品の調達管理 

(1) 供給者等から必要な情報を入手し，当該一般産業用工業品が使用済燃料貯蔵施設として使用できるこ

とを確認できるように，管理の方法及び程度を定める。例えば，次のように当該一般産業用工業品に関

する技術的な評価を行うことをいう。 

a 機器，設備の環境仕様，購入仕様，機器仕様を確認し，当該機器，設備が使用環境に適合しているこ

との技術的な評価を行う。 

b  設置しようとする環境等の情報を供給者等に提供し，供給者等に当該一般産業用工業品の技術的な評

価を行わせる。 

(2)  調達要求事項では，調達物品等に関する要求事項を明確にし，一般産業用工業品を機器等に使用する

に当たっての評価に必要な要求事項を含める。 

 

6.3 一般産業用工業品の更新や交換等に係る基本方針の対象範囲の判別フロー 

設工認対象機器は，要目表単位の記載の機器，設備とする。 

また，設工認対象機器が複数の機器等で構成される場合は，構成される機器単位で一般産業用工業品と

して扱うことも可能とする。 

第６．３－１図に，一般産業用工業品の判別フローを示す。 

 

 6.4 一般産業用工業品の更新や交換等 

    (1) 一般産業用工業品の更新や交換等は，設工認申請書で記載している仕様に合致していることを検査で

確認のうえ使用を開始し，定期事業者検査等で性能を維持していることを確認する。更新や交換等の維

持管理は，保安規定に基づくマニュアル類に従い，施設管理計画における保全プログラムを策定し，設

備の維持管理を行う。 
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補正前 補正後（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) インターロック及び警報の系統を構成する機器等については，測定精度を確認し，インターロック設

定値，警報設定値を逸脱しないように，必要に応じてインターロックセット値，警報セット値を変更す

る。 

(3) 一般消耗品又は設計上交換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に変更のないもので，特別な

工事を要さないものに限る。)及び通信連絡設備，安全避難通路(照明設備)等の「原子力施設の保安のた

めの業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については，適

切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。 

(4) 設計及び工事の計画の変更認可申請にて認可を受けた一般産業用工業品について更新，交換，取替を

基本方針に従って実施する場合は，設工認申請が不要となる。 

なお，更新，交換，取替を実施する場合は，設工認記載事項と同等以上の性能であることを確認する

こととする。これは，一般産業用工業品は，生産終了などで同型や相当品を探すのが難しく，時代の変

化とともに性能向上が期待されることを考慮するものとする。 
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補正前 補正後（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 設計管理区分Ⅰは基本的安全機能を有する施設，設計管理区分Ⅱは安全機能を有する施設 
※２ 一般産業用工業品の対象となる機器については，「添付書類３ 使用済燃料貯蔵施設の技術基準への適

合性に関する説明書 第３－１表 施設と条文の対比一覧表（設工認申請対象機器の技術基準への適合性

に関する整理）に記載する。 

 

 

第 6.3－1図 一般産業用工業品の判別フロー 

 
 
 
 

設工認対象機器 

設計管理区分 
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れている機器か 

NO 

YES 

YES 

NO 

・金属キャスク 

・貯蔵架台 

・受入れ区域天井クレーン等 

 

・空気圧縮機 
・蓋間圧力監視装置等の計測設備 
・放射線サーベイ機器 
・電気設備等 

・通信連絡設備 
・消防用設備（一部除く） 
・人の不法な侵入等防止設備等 
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補正前 補正後（案） 
 

第2－1表 安全機能を有する施設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設備・機器名称 

使用済燃料貯蔵設備本体 
金属キャスク 

貯蔵架台 

使用済燃料の受入施設 

受入れ区域天井クレーン 

搬送台車 

圧縮空気供給設備 

仮置架台 

たて起こし架台 

検査架台 

衝撃吸収材 

計測制御系統施設 

蓋間圧力監視装置 

表面温度監視装置 

給排気温度監視装置 

放射性廃棄物の廃棄施設 

遮蔽設備 

放射線監視設備等 

その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

使用済燃料貯蔵建屋 

電気設備 

通信連絡設備 

消防用設備 

人の不法な侵入等防止設備 

 
変更なし 
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補正前 補正後（案） 

 

 

第 3－1 表 施設の耐震性評価の考え方 
 主要設備 

（注１） 

直接支持構造物 

（注２） 主要設備や直接

支持構造物に対

する間接支持構

造物 

（注３） 

主要設備や直

接支持構造物

との相互影響

を考慮すべき

設備（注４） 

間接支持構造物

による影響や相

互影響を考慮し

た影響の評価に

用いる地震力 

適用範囲 

耐

震 

ク

ラ

ス 

適用範囲 

耐

震 

ク

ラ

ス 

基本的安

全機能を

確保する

上で必要

な施設 

・金属キャスク Ｓ ・貯蔵架台 Ｓ ・貯蔵建屋 
・受入れ区域天

井クレ－ン 
・搬送台車 

基準地震動ＳＳ

により定まる地

震力 

・受入れ区域天井クレ－ン Ｂ 

・受入れ区域天

井クレ－ン

の支持構造

物 

Ｂ ・貯蔵建屋 － 
Ｂクラス施設に

適用される静的

地震力 

・搬送台車 
・貯蔵建屋 Ｂ － － － － － 

その他の

安全機能

を有する

施設 

・仮置架台 
・たて起こし架台 
・検査架台 
・圧縮空気供給設備 
・蓋間圧力監視装置 
・表面温度監視装置 
・給排気温度監視装置 
・廃棄物貯蔵室 
・エリアモニタリング設備 
・周辺監視区域境界付近固定

モニタリング設備 
・無停電電源装置 
・電源車 
・共用無停電電源装置 
・軽油貯蔵タンク（地下式） 
・通信連絡設備 
・消防用設備 
・その他 

Ｃ 

・機器，電気計

装設備等の

支持構造物 

Ｃ 
・貯蔵建屋 

・事務建屋 等 
－ 

Ｃクラス施設に

適用される静的

地震力 

（注１）主要設備とは，当該機能に直接的に関連する設備をいう。 
（注２）直接支持構造物とは，主要設備に直接取り付けられる支持構造物，若しくはこれらの設備の荷重を直

接的に受ける支持構造物をいう。 
（注３）間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建屋）をいう。 
（注４）設備相互間の影響を考慮すべき設備とは，下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分

類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれのある設備をいう。 

 
 
 
 

 
 
変更なし 
 
 

 




